
消費者庁における施策について

消 費 者 庁

資料７



2

健康長寿社会の形成に資する新産業創出【消費者庁】

⚫ 【現状】健康の維持・増進や健康リスクの低減に係る食品の機能性等を表示できる制度のうち、機能性表示食品制度につい
ては、2024 年８月にその制度の信頼を高めるための改正を行ったところ。

⚫ 【今後の取組】保健機能食品制度の適切な運用を通じて、国民の健康の維持・増進に資するようにするとともに、消費者が適
切に選択できるよう、機能性表示食品に係る情報提供を充実させる。

特定保健用食品
（個別許可制）

機能性表示食品
（届出制）

栄養機能食品
（自己認証制）

概 要

・ 消費者庁長官の許可を得て特定の保健
の用途に適する旨が表示された食品

・ 国が効果と安全性を審査。

・ 疾病に罹患していない者が対象
・ 販売60日前までに、科学的根拠に裏打ちされ
た安全性・機能性に関する資料等を消費者
庁長官に届け出ることにより特定の保健目的
（疾病リスクの低減に係るものを除く。）が期
待できる旨の表示が可能。届出事項等の容
器包装上の表示義務。

・ 安全性・機能性の科学的根拠について国の
審査は行われず、その合理性の挙証責任は
あくまでも届出者。

・ ビタミン、ミネラルといった20の栄養成分に
ついて、食品表示法に基づく食品表示基準
で定められた機能に関する
 表示（※）を行う食品

（※）「カルシウム」の例
・栄養成分の機能：「骨や歯の形成に必要な栄養素
です。」
・上限値：600mg 下限値:204mg
・摂取をする上での注意事項：「本品は、多量摂取に
より疾病が治癒したり、より健康が増進するもので
はありません。１日の摂取目安量を守ってください。」

公定マーク

あり 規定されたマークはないが、商品に
機能性表示食品 の表示が必要

なし

疾病リスク低減表示 可能 不可 ―

第三者機関への意
見聴取

安全性については食品安全委員会へ諮問
※効果については特定保健用食品の表示
許可等に関する部会で審議（消費者庁内）

― 食品表示基準に定められた内容を改正する
場合は、消費者委員会へ諮問

有効性の科学的根
拠

最終製品を用いたヒト試験が必須 最終製品を用いたヒト試験又は
最終製品又は機能性関与成分に関するシステ
マティック・レビュー

国の栄養目標及び健康政策を所管する厚生
労働省と協議した上で規格基準を策定

許可・届出件数
（令和８年４月１日時点）

1,028件 5,895件 ―

根拠法令 健康増進法、食品表示法 食品表示法 食品表示法

創設時期 1991年（平成３年） 2015年（平成27年） 2001年（平成13年）



出典：内閣官房HP「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benikouji/index.html 3



見直し項目 従前 現行 令和６年９月１日 令和７年４月１日 令和８年９月１日

①

健康被害情報の収集体制
ガイド
ライン

府令
 ・
告示医師の診断による健康被害情報の

保健所等への提供

②

天然抽出物等を原材料とする錠剤、
カプセル剤等食品の届出に関する
製造加工等におけるGMP基準の
適用

ガイド
ライン

府令
 ・
告示

③ 届出情報の表示方法の見直し
府令・
ガイド
ライン

府令
・
告示

④

改正後の届出に関する事項（新規
成分に係る届出者の評価を慎重に
確認する手続（60営業日 120
営業日）を含む。）

ガイド
ライン

府令
 ・
告示

届出後の遵守事項の遵守（定期的
な自己点検報告等）
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◼ 健康被害の情報提供及びサプリメントにかかるGMP（適正製造規範）の適用に関して、ガイドラインにより運用され
ていた従前の制度を見直し、内閣府令・告示に位置づけた。

◼ その他、表示方法の見直し、新規の機能性関与成分に関して専門家の意見を聴く仕組み等を導入することにより、
制度の信頼回復を図った。

経過措置期間

適用＊

適用

施行

適用施行

施行＊

＊安全性及び機能性の根拠
に関する事項等は令和６年
９月１日施行

＊食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
（令和６年厚生労働省令第115号）の施行期日と同日

機能性表示食品制度の見直し内容と施行期日等



機能性関与成分 表示しようとする機能性の例

GABA 本品にはGABAが含まれます。GABAは血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。
本品にはGABAが含まれています。GABAには事務的作業に伴う一時的な精神的ストレスを緩和する機能があることが報告されています。

難消化性デキストリン 本品には難消化性デキストリン（食物繊維）が含まれます。難消化性デキストリン（食物繊維）はお腹の調子を整えることが報告されていま
す。

ルテイン、
ゼアキサンチン

本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラス
ト感度（色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能）、グレア回復（まぶしさから回復する視機能）のサポート、ブルーライトなど
の光ストレス、一時的な精神ストレス、眼の疲労感の軽減に役立ち、睡眠の質を高める機能があることが報告されています。

DHA、EPA 本品にはDHA・EPAが含まれています。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。

ブラックジンジャー由
来ポリメトキシフラボン

本品には、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、日常活動時のエネ
ルギー代謝において脂肪を消費しやすくする作用により、BMIが高め（BMI24以上30未満）の方のおなかの脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）を
減らす機能があることが報告されています。

イチョウ葉フラボノイド
配糖体、イチョウ葉テ
ルペンラクトン

本品にはイチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイ
チョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした情報を
覚え、思い出す力）の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。

アスタキサンチン 本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは眼のピント調節機能を助けることと、パソコン作業などによる疲労感を軽減
することが報告されています。
また、アスタキサンチンは、肌の潤いを守るのを助ける機能性が報告されています。

イヌリン 本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。

L-テアニン 本品にはＬ-テアニンが含まれます。Ｌ-テアニンには、夜間の健やかな眠り（起床時の疲労感や眠気の軽減）をサポートする機能があるこ
とが報告されています。また Ｌ-テアニンには、一過性の作業によるストレスをやわらげる機能があることが報告されています。

プラズマ乳酸菌（L. 
lactis strain Plasma）

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康
な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

機能性表示食品（主な表示内容の例）
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〔各種パンフレット〕

（URL）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims

消費者への普及啓発の取組（機能性表示食品）

※令和７年12月公表
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